
規

則 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
保
護
者
が
当
該
青
少
年
の
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
利
用
状

況
を
適
切
に
把
握
す
る
等
に
よ
り
、
当
該
青
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
有
害
情
報
を
閲

覧
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を

希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
護
者
が
当
該
青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
役
務
の
利
用
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
等
に
よ
り
当
該
青
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
有
害
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
又
は
保
護
者
が
当
該
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

条
例
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と

す
る
。 

 

一 

電
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
を
使
用
し
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
正

当
な
理
由
及
び
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
又
は
確
認
し
た
保
護
者
の
署
名
が
電
磁
的
記
録

と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
を
提
出
す
る
方
法 

 

二 

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
正
当
な
理
由
及
び
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に

変
換
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
す
る
方
法 

 

三 

前
二
号
に
類
す
る
方
法
と
し
て
知
事
が
定
め
る
方
法 

 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
説
明
す
べ
き
事
項
」
を
「
交
付
す
る
説
明
書
の
記
載
事
項
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
青
少
年
が
有
害
情
報
の
閲
覧

を
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。 



 

二 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
必
要
性
及
び
内
容
並
び
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効

化
措
置
の
必
要
性
及
び
内
容 

 
三 

保
護
者
が
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
条
例
第
二
十
一
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
」
を
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

事
業
者
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
四
第

五
項
第
二
号
」
に
、
「
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

３ 

条
例
第
二
十
一
条
の
四
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
条
例
第
二
十

一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
及
び
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
中 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者

 
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
等

 

（
第
１
０
条
関
係
）
 

（
第
９
条
関
係
）

 
「
携

 


